
容器包装リサイクル法および関連法令集

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四⼗五年法律第百三⼗七号）（抄）

（定義）
第⼆条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗⼤ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、

廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物⼜は不要物であつて、固形
状⼜は液状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をい
う。

 
2 この法律において「⼀般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

 
3 この法律において「特別管理⼀般廃棄物」とは、⼀般廃棄物のうち、爆発性、

毒性、感染性その他の⼈の健康⼜は⽣活環境に係る被害を⽣ずるおそれがある
性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

 
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

⼀ 事業活動に伴つて⽣じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル
カリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

⼆ 輸⼊された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航⾏に伴い⽣ず
る廃棄物（政令で定めるものに限る。第⼗五条の四の三第⼀項において「航
⾏廃棄物」という。）並びに本邦に⼊国する者が携帯する廃棄物（政令で定
めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）を除く。）

 
5・6 （略）

 
（⼀般廃棄物処理計画）
第六条 市町村は、当該市町村の区域内の⼀般廃棄物の処理に関する計画（以下「⼀般

廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。
 

2〜4 （略）
 
（市町村の処理等）
第六条
の⼆

（略）

 
2〜5 （略）



 
6 市町村は、当該市町村が⾏う⼀般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例で

定めるところにより、⼿数料を徴収することができる。ただし、⼿数料の額
は、粗⼤ごみ、次条第⼀項の規定による指定に係る⼀般廃棄物、事業活動に伴
つて⽣じた⼀般廃棄物等の⼀般廃棄物の特性、その収集、運搬⼜は処分に要す
る費⽤等を勘案して定めなければならない。

 
（⼀般廃棄物処理業）
第七条 ⼀般廃棄物の収集⼜は運搬を業として⾏おうとする者は、当該業を⾏おうとす

る区域（運搬のみを業として⾏う場合にあつては、⼀般廃棄物の積卸しを⾏う
区域に限る。）を管轄する市町村⻑の許可を受けなければならない。ただし、
事業者（⾃らその⼀般廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再⽣利⽤の⽬的
となる⼀般廃棄物のみの収集⼜は運搬を業として⾏う者その他環境省令で定め
る者については、この限りでない。

 
2・3 （略）

 
4 ⼀般廃棄物の処分を業として⾏おうとする者は、当該業を⾏おうとする区域を

管轄する市町村⻑の許可を受けなければならない。ただし、事業者（⾃らその
⼀般廃棄物を処分する場合に限る。）、専ら再⽣利⽤の⽬的となる⼀般廃棄物
のみの処分を業として⾏う者その他環境省令で定める者については、この限り
でない。

 
5〜12 （略）

 


